
●労働保険の加入手続
●労働保険料の申告・納付
●労災保険のメリット制
●労災保険の特別加入制度
●労働保険事務組合制度
●石綿健康被害救済のための一般拠出金
●労働保険料および一般拠出金の口座振替について
●労働保険の電子申請について
●労災保険の給付
●雇用保険の被保険者と適用
●雇用保険の失業等給付
●雇用保険二事業

労働保険のしおり
令和８年４月１日現在

岩 手 労 働 局
労 働 基 準 監 督 署
ハローワーク公共職業安定所

（R8.3. 作成）



労務費率・保険料率表



労働保険とは
このような制度です！
労働保険とは

このような制度です！



手続の





農林水産



○　事業主が故意又は重大な過失により加入手続をしていない期間中に事故が発生した場合、労
働者やその遺族には労災保険から給付が行われますが、事業主からは給付金額の全部又は一部
が費用徴収されます。（別途、遡って保険料も徴収されることになります。）

○　費用徴収の徴収金額は、労災保険から給付が行われた休業、障害、遺族、葬祭の給付金額の 
100％ 又は 40％とされています。



盛岡市盛岡駅西通

株式会社
労働商店

株式会社労働商店
代表取締役岩手太郎

食料品､日用品等の
販売
卸売業・小売業

盛岡

１－Ｘ－Ｘ

０２０　００４５　　モリオカシ
モリオカエキニシト オ゙リ
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０１９　　ＸＸＸ　ＸＸＸＸ
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盛岡駅西通
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労働商店
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8 4 1



（
令
和
9

株式会社労働商店 株式会社労働商店
代表取締役岩手太郎

株式会社労働商店
代表取締役岩手太郎

盛岡市盛岡駅西通１－Ｘ－Ｘ 盛岡市盛岡駅西通１－Ｘ－Ｘ

盛岡市盛岡駅西通１－Ｘ－Ｘ

019020 0045

020－0045

ＸＸＸ ＸＸＸＸ
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１４６００
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￥２４２７００
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４ １

１
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食料品､日用品等の販売

８ １



１２３４５６７８９１２３４ 盛岡
８ ４ ９

タキサ ヷショウシ 　゙カフ ジキカ イ゙シャ

滝沢商事　株式会社

盛岡市盛岡駅西通

１丁目９－１５

滝沢ヒ゛ル１階

０２０　８５２２

０１９　　　９９９　　　１１１１

５　０８０４０１

モリオカシモリオカエキニシドオリ タキザワ

ダイヒョウトリシマリヤク タキザワイチロウ

タキザワショウジカブシキガイシャ

６

８ ４ １

５

２５

０３１０１０１２３４５

滝沢商事株式会社

代表取締役　滝沢一郎

盛岡市盛岡駅西通1丁目9－15滝沢ビル1階

不動産取引に関する事業 総務
未



（雇用関係に入った最初の日）

９８７６５４３２１９８７

０３０１　１２３４５６　７ ２
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２ ３　　２００ ５　０８０４０１

４ ９ １ ４０００

１

盛岡工業（株）

盛岡工業（株）
代表取締役盛岡花子

前職：盛岡物産（有）
盛岡

盛岡市中央通２丁目Ｘ－ＸＸ

０１９－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ

５　０８０４０１

１

５　０８０９３０

０３０１　１００００１　１

イワテ　タロウ岩手太郎

８ ４ ９

・昭和56年7月6日以前に交
付されている被保険者証の
場合は下段10桁を記載して
ください。

・まだ被保険者証の交付を受け
ていない場合は記載しないで
ください。
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紫波職業訓練協会

いわて労務センター 020-0015 盛岡市本町通 2‒3‒4

（令和８年４月１日現在）

019 （622) 1038

葛葛







0194 （66) 8100





毎回、引き落とし日（口座振替納付日）の約２～３週間前に引き落とし内容をハガキでお知らせします。

(019-604-3003)









遺族がいな
いとき等

（注）給付によっては、同一の事由により、国民年金保険、厚生年金保険等から年金が併給される場
合に、一定の調整率によって調整して支給するものがあります。







日額の1,000日分から既に支給された年金の額を差し引いた金額が遺族（補償）一時金として支給されます｡



　労働者が業務上の事由又は通勤によって死亡したときは、葬祭を行うにふさわしい方に対して

315,000 円＋給付基礎日額の 30 日分又は給付基礎日額の 60 日分のいずれか高い額が支給されます。

　一定の障害の状態に該当し傷病（補償）年金又は障害（補償）年金を受給している方で、現に介護を

受けている場合に月を単位として支給されます。

　常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が 186,050 円を上限として支給されます。

　ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は介護の費用として支

出した額が 85,490 円を下回る場合は、一律 85,490 円が支給されます。

　また、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が 92,980 円を上限として支給されます。

　ただし、親族等の介護を受けていた方で介護の費用を支出していない場合又は介護の費用として支出

した額が 42,700 円を下回る場合は、一律 42,700 円が支給されます。





算定基礎日額の 245 日分（遺族４人以
上）から 153 日分（遺族１人）の年金



　業務災害又は通勤災害による傷病が治ゆ又は症状固定した後でも、例えば、義肢を装着するために断
端部の再手術を要するとか、 顔面に残った醜状を軽減するために整形手術を要する場合等、治ゆ後に特
定の診療が受けられる制度です。

　業務災害又は通勤災害による傷病が治ゆ又は症状固定した後でも、後遺症状に動揺をきたしたり、後
遺障害に付随する疾病を発生させるおそれのある疾病に対し、必要に応じ、予防その他の保健上の措置
を講じる制度です。





葛







教育訓練給付金・教育訓練支援給付金・教育訓練休暇給付金













区分 給付の種類

育

児

休

業

等

給

付

関

係

育児休業給付受給資格
確認票・出生時育児休
業給付金／出生後休業
支援給付金支給申請書

「出生時育児休業給付金」
　雇用保険の被保険者の方が、子の出生後 8 週間の期間内に合
計4週間分（28日）を限度として、産後パパ育休（出生時育児休
業・2回まで分割取得できます）を取得した場合※

「育児休業給付金」
　原則1歳（保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場
合に、1歳6か月に達する日前まで（再延長で2歳に達する日前ま
で）支給を受けることができます）未満の子を養育するために育
児休業（2回まで分割取得できます）を取得した場合※

「出生後休業支援給付金」
　「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を
受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休
業（産後パパ育休を含む）を取得した場合※

※一定の要件があります。

育児休業給付受給資格
確認票・（初回）育児休
業給付金／出生後休業
支援給付金支給申請書

被保険者休業開始時賃
金月額証明書（育児）

育 児 休 業 給 付 金 ／
出 生 後 休 業 支 援 給
付 金 支 給 申 請 書

育 児 時 短 就 業 給 付 金
受 給 資 格 確 認 票 ・
（ 初 回 ） 育 児 時 短 就
業 給 付 金 支 給 申 請 書

　2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業し
た場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短
就業給付金」の支給を受けることができます。

休業開始時賃金月額証
明 書 ・ 所 定 労 働 時 間
短縮開始時賃金証明書

育 児 時 短 就 業 給
付 金 支 給 申 請 書

介
護
休
業
給
付
関
係

被保険者休業開始時賃金
月額証明書（介護休業）

・一般被保険者または高年齢被保険者が、配偶者、父母、子、配
偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を介護するために介護休業を
取得した場合であって、休業中賃金が休業開始時賃金月額と比べ
て80％未満に低下する場合。

・一般被保険者または高年齢被保険者が期間雇用者（期間を定め
て雇用される者）である場合は、上記のほか、「休業開始後93日
経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約が満了
することが明らかでないこと。」

介護休業等給付金支給
申 請 書

教
育
訓
練
関
係

教 育 訓 練 休 暇 開 始
時 賃 金 月 額 証 明 書

　一定の条件を満たす一般被保険者が、就業規則等に基づき連続
した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得し、教育訓練休暇給付
金の支給を希望した場合





①「一般教育訓練受講に係る教育訓練給付金」
　一定の要件を満たす一般被保険者及び
高年齢被保険者（以下「一般被保険者等」
という。） または一般被保険者等であっ
た者が、厚生労働大臣の指定する一般教
育訓練を受講し、修了した場合。
②「特定一般教育訓練受講に係る教育訓練給付金」
　一定の要件を満たす一般被保険者等
または一般被保険者等であった者が、
厚生労働大臣の指定する特定一般教育
訓練を受講し、修了した場合。
※受講する前に、厚生労働大臣が定め
るキャリアコンサルタントによるキャ
リアコンサルティングを受ける必要が
あります。
③「専門実践教育訓練受講に係る教育訓練給付金」
　一定の要件を満たす一般被保険者等
または一般被保険者等であった者が、
厚生労働大臣の指定する専門実践教育
訓練を受講し、修了した場合。
※受講する前に、厚生労働大臣が定め
るキャリアコンサルタントによるキャ
リアコンサルティングを受ける必要が
あります。
④「教育訓練休暇給付金」
　一定の要件を満たす一般被保険者が
就業規則等に基づき連続した 30 日以上
の無給の教育訓練休暇を取得する場合。

①「一般教育訓練受講に係る教育訓練給付金」
　教育訓練経費の 20％（上限 10 万円、
4千円を超えない場合は支給されません。）。
②「特定一般教育訓練受講に係る教育訓練給付金」
　教育訓練経費の 40％（上限 20 万円、
4千円を超えない場合は支給されません。）。
受講修了した方で、あらかじめ定めら
れた資格を取得し、受講修了日の翌日
から起算して 1 年以内に一般被保険者
として雇用された場合は、教育訓練経
費の 10％（上限 5 万円）を追加支給。
③「専門実践教育訓練受講に係る教育訓練給付金」
　教育訓練経費の 50％（1 年間の支給
上限額 40 万円、4 千円を超えない場合
は支給されません。）。
受講修了した方で、あらかじめ定められ
た資格を取得し、受講修了日の翌日から
起算して 1 年以内に一般被保険者として
雇用された場合は、教育訓練経費の 20％

（1 年間の支給上限額 16 万円）を追加支給。
受講修了した方で、資格取得・一般被保
険者として雇用され、訓練修了後の賃金
が受講開始前の賃金と比較して 5％以上
上昇した場合は、教育訓練経費の 10％

（1 年間の支給上限額 8 万円）を追加支給。
④「教育訓練休暇給付金」
　雇用保険の加入期間に応じて給付日
数が異なります。
　給付日額は、原則休暇開始前 6 か月
の賃金日額に応じて算定されます（失
業給付の算定方法と同じです）。



区分 給付の種類 受けられる要件 受けられる額など
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続
　
　
　
給
　
　
　
付
　
　
　
等

高年齢雇用継続給付

　被保険者であった期間が5年以上
である一般被保険者が、60歳以降求
職者給付を受給することなく、60歳
到達等時点の賃金に比べて75％未満
の賃金で雇用されている場合に支給
される「基本給付金」と、失業等給
付の基本手当を受給していた方が再
就職し、その支給残日数が100日以
上ある場合であって算定対象期間が 
5年以上あり、原則として基本手当
の算定の基礎となった賃金日額の30 
日分の額の75％未満の賃金で雇用さ
れている場合に支給される「再就職
給付金」の2種類があります。

・支給額は支払われた賃金の10％相
当額を限度として、賃金の低下率に
より計算されます。
・支給期間は、「基本給付金」は60
歳に到達した月から 65 歳に達する
月までとなり、「再就職給付金」は、
基本手当の支給残日数が200日以上
の場合は 2 年間、100 日以上 200 日
未満の場合は 1 年間となります。た
だし、65歳に達する月までの間とな
ります。

育 児 休 業 等 給 付

　一般被保険者または高年齢被保
険者が、休業開始時前の2年間に賃
金支払基礎日数が 11 日以上ある月
が 12 か月以上ある等一定の要件を
満たした場合であって、子の出生日
（出産予定日前に子が出生した埔合
は出生予定日）から8週間を経過す
る日の翌日までの期間内に､4 週間
（28 日）以内の期間を定めて、当
該子を養育するための出生時育児休
業をした場合に支給される ｢出生時
育児休業給付｣、同一の子について、
出生時育児休業給付金が支給される
産後パパ育休（出生時育児休業）を
通算して 14 日以上取得し、被保険
者の配偶者が子の出生日の翌日にお
いて配偶者の育児休業を要件としな
い規定に該当または被保険者の配偶
者も産後パパ育休の期間を通算して
14 日以上の育児休業を取得した場
合に支給される「出生後休業支援給
付金」、１歳（一定の要件を満たす
場合は1歳2か月。さらに一定の要
件を満たす場合は1歳6か月または
2歳）未満の子を養育するために育
児休業を取得した場合に支給される
「育児休業給付金」、被保険者本人
が、2 歳未満の子を養育するために
時短勤務を行った場合に支給される
「育児時短就業給付金」の4種類が
あります。

・「出生時育児休業給付金」の支給
額は、原則として休業開始時賃金日
額×休業期間の日数（28日が上限）
×67％です。
・「育児休業給付金」の支給額は、
支給対象期間（1か月）当たり、原
則として休業開始時賃金日額×支給
日数の 67％（育児休業開始から 181
日目以降は50％です。
・「出生後休業支援給付金」の支給
額は、原則として休業開始時賃金日
額×休業期間の日数（28日が上限）
×13％です。
・「育児時短就業給付金」は原則と
して、支給対象月に支払われた賃金
額が育児時短就業開始時賃金月額の
90％以下の場合は、支給対象月に支
払われた賃金額× 10％。支給対象
月に支払われた賃金額が育児時短就
業開始時賃金月額の90％超～100%
未満の場合は､ 給対象月に支払われ
た賃金額×調整後の支給率です。

介 護 休 業 給 付

　一般被保険者または高年齢被保険
者の、 配偶者、 父母、 子、 配偶者の
父母、 祖父母、 兄弟姉妹、 孫を介護
するために介護休業を取得した場合
であって、 休業開始前2年間に賃金
支払基礎日数が 11 日以上ある月が
12か月以上ある場合であって、 一定
の要件を満たした場合。

・支給額は、 原則として休業開始時
賃金日額×支給日数×67％です。
・支給期間は、 介護休業開始日から 
起算した1か月ごとの各期間（支給
単位期間）について、 一回の介護休
業につき、 最大3支給単位期間を支
給。 なお、 93日を限度に3回までに
限り支給。
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労働組合等常勤役員



令和８年度

13.5 ／ 1000

15.5 ／ 1000

16.5 ／ 1000

5 ／ 1000

6 ／ 1000

6 ／ 1000

8.5 ／ 1000

9.5 ／ 1000

10.5 ／ 1000


